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伊丹市総合計画審議会部会（第１部会 第１回） 議事概要 

  

開 催 日 時 令和元年 10 月２日（水）午前 10 時 00 分～12 時 00 分 

開 催 場 所 伊丹市役所議会棟３階 第２委員会室 

出 席 者 
直田委員、榎木委員、坂本委員、徐委員、辻委員、木村委員、上田委員 

宮脇委員、西濱委員 

欠 席 者 加賀委員、植木委員、寺坂委員 

事 務 局 総合政策部長・政策室長 他３名 

傍 聴 者 ０名 

議題(案件) 

1. 開会 

2. 議題 

(1) 第６次伊丹市総合計画 基本計画の検討 

3. その他 

4. 閉会 

資 料 

資料①   基本計画 施策の体系（案） 

資料②   基本計画検討にあたっての基礎資料 

      伊丹市総合計画審議会委員名簿・配席図 
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議 事 の 経 過 

発言者 発言の内容 
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事務局 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

委員 

１ 開会 

・録音、写真撮影の確認 

・資料確認 

・委員総数 12 名のうち 9 名が出席しており、本会議が成立していることを確認。 

・会議録の署名委員が榎木委員と坂本委員であることを確認。 

・傍聴が 0 名であることを確認。 

・事務局より、前回審議会で質問のあった行財政見通しについて補足説明。 

 

２ 議題 第６次伊丹市総合計画 基本計画の検討 

・６つの大綱のうち、本部会では大綱１「安全・安心」、大綱４「市民力・に

ぎわい・活力」、大綱５「環境・都市基盤」について議論していただく。 

 

＜大綱１ 安全・安心＞ 

・それぞれの大綱は多岐にわたっているが、審議会では個々の施策の事業計画

ではなく、大局的な視点でご議論いただきたい。 

（事務局から、資料①、②について説明） 

・資料①の左側は施策体系案で、右側は構成イメージを示している。次回の部

会では中身を議論していただき、今回はこの構成イメージを作成するための

意見を出していただきたい。 

・資料についての質問があればお願いしたい。 

・市民ニーズを見ると、地震・風水害等対策は、重要度が高いにも関わらず満

足度が低い。これは改善の余地がある。 

・取り組みの中に災害協定と書かれているが、実際に災害が発生した際に、市

内の事業所と協定を結んで食料等の配給はあるのか。また、自衛隊との協定

は結んでいるのか。 

・公共施設等に太陽光発電などを設置しているのか、今後建て替えの際にその

ようなものを設置するのか。 

・市のホームぺージに災害協定の事業者一覧が記載されている。物資の供給や

ライフライン、緊急放送、輸送関係の事業者、避難所になりうる民間の施設

等と協定を締結している。 

・約３年前に整備した「あすぱる」に太陽光発電を導入しており、電気の供給

量も視覚化するなどして、環境負荷低減の啓発も行っている。 

・きららホールにも太陽光発電は設置されているが、避難所指定されていない。

指定を検討していただきたい。 

・発災時の支援や災害に対応できる基盤や浸水対策などが書かれているが、平

常時に行うべきことについても考える必要がある。 

・自衛隊との関係はいかがか。 

・地域防災計画には自衛隊の派遣要請という項目がある。いざという時には対
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応がとられると認識している。 

・制度上では県知事が自衛隊に出動要請をすることとなっているが、最近では

自衛隊もプッシュ型の支援を行っている。 

・災害協定を結んでいる事業者数を教えていただきたい。また、その中で建設

業の割合はどれだけか。 

・ホームページに「いたみ災害サポート登録事業所一覧」として掲載しており、

平成 31 年 3 月現在で、31 事業所が登録し、このうち建設業は 4 事業所の登

録となっている。 

・災害についての意見だけではなく、消防、救急、地域防犯といった意見でも

結構なので意見をいただきたい。 

・危機管理室は、大綱１の中に記載されているのか。 

・危機管理室の事業も多く入っている。 

・香川県坂出市の危機管理室では 10 人ほどの女性職員で部隊を結成しており、

地域で様々なコミュニティを運営している。伊丹市でも、参考にしていただ

きたい。 

・地震・風水害の市民ニーズについて、どのようなことを市民が不安に思って

いるのかを分析して、対応していただきたい。 

・前回の審議会で、企業の育成という観点で総合計画をどのように考えている

か質問させていただいた。 

・有事の際は、他市に頼るだけではなく、市内企業と協力して初動対応するこ

とが重要と考える。 

・伊丹市の今の入札制度では、企業の育成や人材の採用などの面で経営計画に

影響がある。今後、制度のあり方を検討していただきたい。 

・災害時に地元の企業が動くことは当然であるが、伊丹市は周辺自治体と比較

して災害の危険性は少ないため、積極的に後方支援を進めていくことにもな

る。そのような点で、市内企業との連携も必要となる。 

・大規模災害の際は一時避難場所として農地を活用すると聞いているが、具体

的な話は聞いていない。ビニールハウスを避難所として活用することも考え

られる。 

・農地を避難場所とすることは珍しい。 

・東京都練馬区では実際に行われている。 

・市でも農地の所有者と話をするなど、検討を進めている。 

・作物が植えられている農地に人を入れると、財産を荒らすことになる。 

・その点は課題と捉えており、協定の中で補償についても考える必要がある。 

・老人福祉施設や病院などには必ず緊急用発電機が設置されていると思ってい

たが、そうではないということを昨年の台風で知った。ネックは資金面だが、

非常用電源の設置について検討する必要がある。 

・通信手段が途絶えると被害状況の把握もできず、支援の方法も分からなくな

る問題がある。インフラが絶たれた際の対応について考える必要がある。 

・災害時の他都市への応援シナリオを作ってはどうか。例えば、南海トラフ地
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震が発生した際に、仮設住宅や他都市への職員派遣など、支援できることを

まとめておく必要がある。他都市と協定を結ぶことも、検討していただきた

い。 

・他の自治体に援助してもらうことを考えることが多いが、実際は援助をする

ことの方が多い。援助の方策について考えることは非常に重要だ。 

・沿岸部の被災自治体を支援する方策について総合計画に書かれている自治体

はある。 

・市の取り組みについて、自治会の役員でない限りは、ほとんど知られていな

いのではないか。自治会の中でも、危険な地域を知らない人も多い。 

・様々な計画があるが、基本は人だと思う。その点を大切にしていただきたい。 

・災害時には市役所が機能しない恐れもあるので、市民同士のやりとりが大切

となる。自治会や防災士の会などが情報を伝え、防災の知識を持った住民が

率先して啓発活動や情報伝達を行うことが大切となる。 

・災害時は市役所だけではなく、すべての人達がかかわっていく必要がある。

行政、民間、地域が災害時の対応力を備えていくことは、総合計画において

も大きなテーマとなる。 

・人づくりの視点では、市の広報だけでは伝わらない部分も多いので、家具の

転倒防止策など、防災のノウハウを身近なところで伝えることが大切である。 

・災害は自然現象と人間の脆弱性で被害がもたらされるため、市民も災害対策

を行う必要がある。そのために、ソフト面で、市民側の防災力を高める施策

に取り組んでいただきたい。尼崎市や西宮市など、災害の危機に直面してい

る自治体では積極的に行っている。 

・災害はいつ発生するか分からないため、減災対策とそのための啓発や情報提

供は重要となってくる。 

・熊本地震では、避難所の環境が十分でなかったこともあり、地震の直接被害

より、地震後の二次災害で亡くなった人の方が多い。避難所の設備、運営を

含めて総合的な対策が必要となってくる。 

・災害時にどのような活動をするかは、自治会の発信を待つのではなく、常に

自分の頭で判断する必要がある。自治会は災害時に重要視されるが、自助の

意識を持つことが重要である。自治会は毎年 1 回防災訓練を行っているが、

一部の人しか集まらない。全住民が参加し、訓練などを通じて勉強すること

が重要である。 

・自助の意識を持つための啓発活動に取り組んで行く必要がある。 

・自治会長をしていた際は情報が入ってきていたが、発信する余裕がなかった。

市民ひとりひとりが自分事として捉えていく必要がある。 

・自治会も多くのことを行っているため、災害のことばかりに注力できない。

最近では、地域自治組織の中に防災部会を設置しているところもあるのでは

ないか。災害時にこのような組織が動く仕組みをつくれば、臨機応変に対応

できるかもしれない。 

・行政がもっと積極的に動いていく必要がある。 
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・行政も必要だが、行政だけに頼っていてはしっぺ返しを食らう。自分の安全

を確保した上で隣近所で助け合う必要がある。 

・ある程度強制力がないと、自分から情報を取りにいこうという気持ちにはな

れないように思う。 

・毎年 PTA で AED の講習会を行っているが参加者は少なく、来なければいけ

ない義務を背負った人だけが来ている印象だ。義務教育の期間中に一度は参

加するように周知をすれば参加者が増えるのではないか。 

・学校を通じて、まず生徒に教えて、そこから地域の親に伝えていく方法は重

要かもしれない。 

 

＜大綱４ 市民力・にぎわい・活力＞ 

（事務局より資料説明） 

・質問があればお願いしたい。 

・市民菜園の現状について教えていただきたい。 

・市民菜園の区画は市内に 876 あり、所有者より農地を借り上げて市民農園と

して貸し出している。 

・伊丹市は市民が独自で行っているイベントが盛んである。行政と連携しなが

ら、協働で進めていくという方向性を計画に盛り込めないか。 

・共同利用施設の運営は、以前は備品の購入にも援助があったが、今ではなく

なっており、予算面で厳しくなっている。 

・共同利用施設は市内で何カ所あるのか。 

・74 カ所である。 

・そのような施設の運営は他都市も同じで、行政も地域も苦労していると思う。 

・どのようにしたらよいかについては細かいところまで計画に記載できないが、

議論する場所があればよい。 

・伊丹市は中心市街地のまちづくり活動が活発だ。その中で、若い人の活動も

活発で世代交代が進んでいる。 

・市民活動支援の施策で、職員の地域活動奨励はできないか。例えば、研修を

ボランティアで代替したり、昇進の際に地域活動の実績で優遇を受けられた

りする仕組みがつくれないか。自治会は、職員経験者や公務員が入ると組織

がうまくまわるケースが多い上に、職員も普段の仕事以外に地域から市役所

を見ることができる。 

・空港との共生について、人口集中地区に大阪国際空港が立地しているため、

国際線の就航は難しいのではないか。希望として利便性拡大はいいが、国際

便は削除していただきたい。 

・伊丹はまちづくり系の活動団体も多く、現状を把握しておく必要はある。 

・他市では、自治基本条例に職員の地域活動の奨励が記載されている場合があ

る。地域活動は住民のものであるため、住民の活動に公務員が参加する際に

は役割分担をはっきりさせる必要がある。 

・公務員が地域に入る時は肩書を外し、一ボランティアとして参加する必要が
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ある。 

・特に地方部ではまちづくり活動に取り組んでいる公務員は多い。 

・職員の研修については、新任の係長級研修では自治会連合会や地域福祉ネッ

ト、小学校単位の地域団体などの活動に関わる形で研修を実施している。 

・研修で地域に入ることは良い取り組みである。 

・ひとつひとつの取り組みは素晴らしいが、それぞれに相乗効果がないと感じ

る。それぞれが連携して、都市ブランドに繋げていただきたい。 

・例えばことば蔵は、他市からの評価は高いが、実際に利用する側として、個

人的な評価とは乖離している。 

・伊丹の花火大会など、特定の世代だけが楽しめるイベントもある。どの世代

も楽しめるイベントになれば、おのずと様々な人に認知されるのではないか。 

・総合計画は施策の相乗効果を出すべく作られるものなので、それぞれの総合

的な関係を構築することが大切だ。 

・都市ブランドは、ブランドだけではなく歴史や文化、商工業などと結びつけ

ることが大切だ。都市部のバルやさまざまな活動は、産業や集客、他の文化

的なイベントとうまく融合していることが評価されており、そのような総合

的な視点が大切である。 

・都市農業で生産した作物は消費者の間では評判であり、量販店でも午前中に

は売り切れる状態が続いているが、市民意識調査で、都市農業の重要度と満

足度は低い結果となっている。 

・都市農業を理解してもらいながら残していく方法について、考えていく必要

がある。 

・市民意識調査は設問の設定にも影響しているため、実際の消費者の評価は高

くても、アンケートではこのような結果が出ることもある。 

・都市ブランドと農業を組み合わせることで相乗効果が発現されることもある。

お祭りの中に農業を組み込むと非常に喜ばれることもある。どこの地域でも

朝市を行うとすぐに売り切れるように人気はあるが、基礎的な農業の底力が

無いと供給に問題が生じるため、ベーシックな農業を推進する必要がある。 

・兵庫県では８箇所でわんぱく相撲を行っているが、伊丹市の参加者数が一番

多い。市内には土俵もあり、恵まれている。伊丹青年会議所として、このよ

うな活動を市と協働で進めていきたい。 

・空港との共生については、吉本とコラボするなどして、インフラだけではな

くテーマパーク型の空港としてブランド化を進めていくべきだ。 

・空港については、伊丹市だけでできる問題ではないので、空港会社や協議会、

懇談会などの関係機関との調整が必要になろうかと思う。 

・4-1 の市民活動支援から 4-4 の商工業までは、さまざまな活動が盛んであり継

続していただきたいが、横との連携が少し足りないと感じる。 

・平成 27 年度に美術館、柿衞文庫、工芸センターの利用者数が伸びている理由

を教えていただきたい。 

・平成 27 年は、「ぐりとぐら展」を開催したことで入館者数が増えている。人
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気の展示が開催されると入場者数が増加する傾向にある。 

・都市農業をどのような形で推進していくのか関心がある。市民農園や地産地

消をきっかけにして、子どもたちとの触れ合いを大事にしていただきたい。 

・空港は、国際線の就航を進める理由とそのメリットを、市民に理解してもら

う必要がある。 

・最近では農と福祉の連携が言われており、お年寄りや障害のある人、知的障

害のある人が農業を通じて社会に慣れていく活動が盛んに行われている。 

・伊丹には 17 小学校区ある中で、いくつかの校区で地域自治組織の運営を行っ

ている。5 月より順次残りの校区も地域自治組織へ変更しているが、認知度が

低くアンケートを取っても回収率が低い。行政からも PR を行っていただき

たい。 

・地域自治組織は現在いくつできているのか。 

・５地区である。 

・地域自治組織はこれからの地域の在り方の基礎的なフレームワークに繋がる。

新しい仕組みなので、住民の理解を得るためには時間がかかるが、地道な PR

と説明が必要だ。 

・豊中市では 41 校区のうち 8 つできているが、都市部ではなかなか広がらない。

地域自治組織のメリットを伝えていく必要がある。 

・地域自治組織の中に防災部会ができて、しっかりと機能すれば情報の伝え方

が早く、いざという時の対応も素早くできる。 

・都市ブランドと歴史、文化の連携は非常に重要だ。都市ブランドがうまく連

携して繋がれば集客にもつながり、都市の認知度が高まり、商工業にも良い

影響が出る。 

・伊丹には文化施設が多い中で、全体を束ねる指針が平成 30 年度に取りまとめ

られている。本来はきちんとした文化ビジョンのようなものが必要で、それ

ぞれの施設の位置づけと方向性を体系化するべきだ。文化振興条例のような

ものがあれば、施設が指定管理される際にも有用だ。 

・文化については、文化芸術基本法や劇場法など、様々な法律がある。これら

を踏まえた方向性を見いだせれば、伊丹市のブランド力が高まり、産業振興

に結びつく。 

・伊丹市の場合、多くの工場があるため工業が大きなウエイトを占めているの

ではないか。商業、工業、農業とそれぞれを大事にしていき、位置付けてい

ただきたい。 

・大阪国際空港は手狭なので、国際線の就航は難しいのではないか。 

 

＜大綱５ 環境・都市基盤＞ 

（事務局より資料説明） 

・この分野は関連計画も多いので、総合計画において束ねるような役割を持っ

ている。質問があればお願いしたい。 

・空き家について、平成 25 年以降のデータは無いのか。 
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・５年に１度の調査なので、公表されているデータは平成 25 年が最新となって

いる。また、この調査は抽出調査なので、全体の傾向として見ていただきた

い。 

・平成 30 年度の値は近々公表されるのか。 

・お見込みのとおりである。 

・野焼きの禁止について、作物残渣を乾燥させて野焼きしているが、周辺住民

から煙の苦情が来る。それをごみ焼却場へ持っていくと３R に反するので、

それを田んぼの中で燃やして肥料として還元しているが、理解が得られない

ため困っている。 

・令和 4 年には生産緑地が特別生産緑地となり、どれだけ買取り請求が発生す

るか見通せない。JA から、作物をつくりたい人とのマッチングがすでに３件

成立したと聞いている。できれば、市内の農地を残して、作物をつくりたい

生産者に受け渡したい。しかし、農地の所有者の意識は分からない。 

・優良な農地を残すためにはインフラの整備も必要で、都市計画道路の早期着

工が求められる。 

・伊丹市には野焼きを禁止する条例があるのか。 

・条例を確認させていただく。 

・都市農園の野焼きは近隣から煙の苦情が来ることが考えられる。３R を伝え

て、肥料にしたり近隣住民と話しあったりと工夫していただきたい。 

・生産緑地の買い取りは不可能に近く、現実的には宅地への転換となるのだろ

う。優良な農地は残してほしいと思うが、方策は担当課で考えていただけれ

ばと思う。 

・SDGs について取り組んでいる企業はまだ 16%ほどで、認知度が低い状況に

ある。SDGs の取り組みについての具体例を出すなど、積極的に取り組んで

いる企業や人を表彰することが、SDGs 浸透のために必要だ。 

・自転車の事故件数を減少させるために、具体的な方策が必要だ。例えば、阪

神自動車学院では自転車の講習を受けると免許証が貰えるなど、子どもたち

にも好評と聞いている。 

・伊丹市は SDGs 推進都市の取り組みを行っているのか。 

・環境や子育ての取り組みで、現在市が行っていることと SDGs のターゲット

が合致するものが多い。計画の中で SDGs の取り組みと市の取り組みを紐づ

けることは、SDGs を市として広めることにもつながる。 

・SDGs は市役所だけが行うものではなく、企業にとっても大切なものであり、

商工会議所や青年会議所と連携して PR をしていただきたい。 

・SDGs は人権をベースに全ての分野に跨っているため、環境以外の項目にお

いても言及していただきたい。 

・自転車活用推進法についてはいかがか。 

・自転車活躍推進法は平成 28 年に公布されており、自転車道路の整備やシェア

サイクル施設の整備、安全性を備えた自転車の供給体制整備といった自転車

施策の総合的な取組が位置付けられている。 
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・自転車の推進は環境面でも健康面でも良いことだが、安全面の確保が大事で

ある。特に、子どもに対する教育は必要で、小学生、中学生、高校生への取

り組みが必要である。 

・５－２に、ごみステーションカラス等対策推進事業と記載されているが、具

体的な内容について教えていただきたい。最近はカラスが減ってきているが、

申し出があればカラスを駆除していただけるのか。 

・工場が閉鎖して、マンション開発が行われた際は、公園を併設していただけ

るのか、併せてお聞きしたい。 

・一定規模のマンション開発ならびに、一定の規模以上の戸建て住宅開発の際

には公園の整備を事業者に求めている。 

・カラス対策について何かあるか。 

・カラス対策は、第５次総合計画の期間中に、地域住民と連携してカラス対策

の冊子を作成し PR したり、カラス対策の方法を検討している。 

・実際にカラスの駆除はしていただけるのか。動物愛護の観点から、駆除する

ことはできないのか。 

・駆除することは難しい。 

・ネットを張っていてもカラスは来る。 

・ネットの張り方やカラスが来なくなる予防策を講じる必要がある。 

・毎年１回市内一斉清掃事業を行っているが、対象は自治会のみで良いのかお

聞きしたい。 

・資源持ち去り禁止条例があるものの、いまだに持ち去りが横行している。今

後取るべき対策を教えていただきたい。 

・新しく建売住宅が５軒できた場合はひとつのごみステーションを設置しなけ

ればならないと条例にあるという。しかし、建売業者が設置せず、市に尋ね

ても自治会長と話し合う必要があると言われた。自治会長にそのような権限

は無いため、今一度行政として考えていただきたい。 

・一斉清掃は自治会だけで、他の団体は入っていないのか。 

・市内全域で事業を実施しているため、様々な団体が参加していると認識して

いる。 

・従来通り自治会のみで良いか、一般市民が入ることの是非について考えてい

ただきたい。 

・資源持ち去りの対応策は難しい。 

・ごみステーションに今年から「持ち去りは犯罪です」といった看板を設置し

た。 

・発想を逆転させて、マーケットのような場所を設置して古い電化製品等を自

由に交換できるようにするという考えもある。市役所がやる必要はなく、市

民団体がそのような活動をすることができたら面白い。 

・豊中市では、環境 NPO が主催して、余っている陶器を交換する会が開かれて

いる。このような疑似マーケットが開催できれば、問題がある程度解決でき

るかもしれない。 
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部会長 

・川の中に木が生えて残っている箇所がある。川の中に木があると洪水の際に

問題となる。 

・行政が行うべきことか分からないが、無電柱化を進めていただきたい。 

・川の中の樹木は基本的には切ると思うが、そこまで手が届かないのが現状か

もしれない。 

・地域が切るのか、行政に任せるべきなのかが分からない。 

・地域に任せてやってください、というやりとりがあるのかもしれない。 

・河川内の樹木は、河川管理者が現状把握をしている。猪名川は国土交通省、

武庫川は兵庫県が管轄している。一定の規模となった木は、兵庫県又は国が

伐採している。 

・小さい川はどのようになっているのか。 

・天神川、天王寺川、駄六川についても兵庫県の管轄となっている。 

・つまり、兵庫県に任せているということか。 

・兵庫県より伊丹市へ河川除草という形で依頼を受け、除草を行っている。そ

の際に除草作業の範囲内で切れる低木については切っているが、大きなもの

は河川管理者が伐採している。 

・市道のような形での市の川はないため、ある程度仕方がない部分がある。ア

ダプト制度のように、地域の人が大木になる前に切ることができる仕組みが

あってもよい。市役所はそこまで手が回らず、兵庫県も小さい河川までは面

倒を見られないかもしれない。 

・河川管理者に言えばよいのか。 

・最終の対応は河川管理者となる。 

・高齢者が増えて、ごみの分別を行うことも難しくなっている。また、重たい

ものをごみステーションまで持っていくことも難しい。地域の 30%以上が 65

歳以上の自治会もあり、自分では動けない人も多い。そのことを他人に言い

にくい人もおり、この点については考えていただきたい。 

・高齢者の対応策は自治体によって異なっている。戸別収集は費用が掛かるた

め、できる限り近隣で助け合ったり、自治協議会で対策を講じるなどして、

役割分担を考えていただきたい。 

・無電柱化は膨大な費用が掛かるため、電力会社に掛け合って実施することな

ども考えられるのではないか。伊丹市でも無電柱化しているところがあるの

か。 

・宮ノ前の中心市街地は無電柱化工事を実施している。 

・景観面だけではなく、災害時も有効なので、無電柱化が進むようにインセン

ティブのはたらく制度があると良い。 

・樹木の伐採について、ミティゲーションの考え方を取り入れてはどうか。地

域全体の生態系を保全するために、開発行為を変更したり、樹木の移植を検

討したり、切った樹木の数に見合う数だけ樹木を復元するようなことである。 

・また、樹木の数が多く、剪定の費用もかさむため、公園や街路樹の剪定方法

の見直しも考えるべきである。神戸市は無剪定で雰囲気が良いので、参考に
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していただきたい。 

・加えて、樹木診断の実施や、木陰率を考慮した剪定を行っていただきたい。 

・伊丹市は駅の数が少ないので、まちなかの活性化と市バスの運用はセットで

考える必要がある。全体がフラットで低床なバス車両の導入をメーカーに働

きかけてはどうか。 

・樹木を切ってほしい住民とそうでない住民の対立は多くの自治体である話だ。

それを調和させるのは難しく、時間をかけて議論していくしかない。 

・基本は樹木を守ったり、残したりするという考え方が良い。ただし、信号や

標識が見えなかったりするなど、安全面を配慮して剪定を行わなければなら

ない。 

・地域の木は大事なものなので、阪急の駅前にある法巌寺のクスノキなど、シ

ンボルとして非常に貴重なものは大切にしていただきたい。古木の判定を市

民グル―プが実施して、古木マップを作成している自治体もある。市民の活

動で樹木を守ったり、緑の大切さを啓発できればよい。 

・バス自体は非常に高価なので、メーカーに働きかけるしかない。可能かどう

かは分からないが、今後の高齢化社会では大きな商売となるのではないか。

バリアフリーはこれからの高齢化社会でバスに乗ってもらうために必要な話

なので、重要な考え方となる。 

・野焼きは季節の風物詩のようなもので、情緒のある光景だ。煙の苦情は重々

承知しているが、季節の事業として特定の日に実施することができたら名物

になるのではないか。 

・市内の道路は車いすを押してみると段差が多いことが分かる。屋内はバリア

フリーに対応した施設も増えてきているが、道路も整備を行っていただきた

い。 

・JR 伊丹駅前の地下通路では自転車を降りるよう啓発されているが、降りてい

ない人も多く事故の危険性もあるので、考慮していただきたい。 

・ごみについては、どこまで分別したら良いかが不明瞭なので、明確にしてい

ただきたい。また、コンポストづくりを積極的に実施できるような仕組みを

作っていただきたい。 

・ごみの分別については、啓発を重ねていくことが大切であり、そのための情

報提供はしっかり行っていく必要がある。 

・これから多死社会に入っていくと、お骨上げについての意見も出てくる。タ

ブーにしておくよりは、もっとオープンに話せる環境になると良い。 

・斎場については、今年度より友引を開場しており、市民が市の斎場を安心し

て使っていただく体制は整っている。 

・追加で意見があればお願いしたい。審議会後に意見を提出する場合は、１週

間後をめどに、直接事務局へお願いしたい。 

・本日出た意見や質問を参考に、現状から方向性を整理したものを次回の審議

会資料として取りまとめていただく。 
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事務局 

３ 閉会 

・長時間に亘りご審議いただき感謝申し上げる。 

・次回は、11 月１日金曜日の 10 時から開催する。万障繰り合わせの上ご出席

いただきたい。 

以 上  

 


